
議案第21号

三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部改正について

次のとおり三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部を改正することについて､地方自治

紘(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成14年3月11日

三朝町長　吉　田　秀　光

平成1 4竿3月22日原審可決

三朝町議愈議長農務　亭

三朝町条例第　　号

三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部を改正する条例

三朝町用品調達等集中管理基金条例(昭和61年三朝町条例第18号)の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改

める｡

改正後 弌ﾉ�9���

第1条-省略- ��c���ﾘ�z｢ﾒ�

(基金の額) 宙ｮ霎�,ﾈｧ｢��

第2条基金の額は､8,000万円とするo ��c(��ｮ霎�,ﾈｧｨ,ﾚI?�%^v�ﾍﾙF(,h+x.薬�

第3条以下-省略- ��c8��決屬ﾘ�z｢ﾒ�

附　則

この条例は､平成14年4月1日から施行する｡


